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◎新潟県告示第1122号 

建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により次のとおり許可を取り消した。 

令和４年11月４日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 処分をした年月日 令和４年８月16日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  駒形建築 

  駒形 良二 

３ 主たる営業所の所在地 

  南魚沼市山崎137 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－30）第42907号 

５ 処分の内容 建築工事業、大工工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年８月16日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年８月８日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社パイプキッズ 

  野澤 住夫 

３ 主たる営業所の所在地 

  村上市北新保636－14 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－３）第42269号 

５ 処分の内容 建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業に

係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年８月８日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年８月18日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社大嶋屋 

  渡邉 隆義 

３ 主たる営業所の所在地 

  三条市西本成寺２－４－27 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－１）第45893号 

５ 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年８月18日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年８月19日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  池田工業株式会社 

  池田 利雄 

３ 主たる営業所の所在地 

  南魚沼市大木六第557 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－３）第18564号 
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５ 処分の内容 管工事業、さく井工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年８月19日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年８月４日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  ウッドテック青木 

  青木 芳朗 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市秋葉区蕨曾根３－２ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－29）第45375号 

５ 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年８月４日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年８月１日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  村田建設株式会社 

  村田 敏雄 

３ 主たる営業所の所在地 

  柏崎市駅前２－４－19 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般特－４）第9025号 

５ 処分の内容 土木工事業、とび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し及び建築工事業、解体工事業

に係る特定建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年８月１日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年８月１日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社矢野板金加工所 

  矢野 政弘 

３ 主たる営業所の所在地 

  長岡市殿町１－５－23 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－２）第6551号 

５ 処分の内容 板金工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年８月１日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年８月10日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社ヒロイ 

  岸 藤雄 
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３ 主たる営業所の所在地 

  長岡市北陽１－53－６ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－29）第16916号 

５ 処分の内容 電気工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年８月10日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年８月23日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  三条市建築協同組合 

  杉山 幸英 

３ 主たる営業所の所在地 

  三条市下保内283－１ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－１）第44584号 

５ 処分の内容 建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業に

係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年８月23日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年８月31日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社創豊工業 

  三浦 秀峰 

３ 主たる営業所の所在地 

  新発田市大字藤塚浜1520 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－１）第39810号 

５ 処分の内容 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、舗装工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年８月31日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年８月25日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社山田鉄筋工業 

  山田 達也 

３ 主たる営業所の所在地 

  小千谷市平沢２－24－21 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－29）第27580号 

５ 処分の内容 鉄筋工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年８月25日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年８月22日 
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２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社大滝商事 

  大滝 義文 

３ 主たる営業所の所在地 

  上越市三和区末野新田1665 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－29）第19943号 

５ 処分の内容 解体工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年８月22日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年９月７日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  田村建築 

  田村 洋光 

３ 主たる営業所の所在地 

  村上市鋳物師556 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－30）第345号 

５ 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年８月22日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年９月１日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社タント 

  菅沼 利春 

３ 主たる営業所の所在地 

  長岡市寺泊木島203－５ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－３）第46313号 

５ 処分の内容 建築工事業、左官工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鉄筋工事業、塗装工事業、防水

工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年９月１日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年９月１日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社小林組 

  小林 大作 

３ 主たる営業所の所在地 

  村上市泉町１－31 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－３）第20635号 

５ 処分の内容 造園工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年９月１日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 
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１ 処分をした年月日 令和４年８月26日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社金子内装 

  石村 良明 

３ 主たる営業所の所在地 

  小千谷市大字桜町670－３ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－２）第17810号 

５ 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年８月26日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年９月９日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社寛栄興業 

  土田 寛 

３ 主たる営業所の所在地 

  長岡市天下島１－９－50 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－４）第17277号 

５ 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年９月９日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年９月14日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社ケンエー 

  荒井 健衛 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市中央区京王１－１－35 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－30）第42960号 

５ 処分の内容 建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業に

係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年９月14日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年９月12日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社北澤工業 

  北澤 晶 

３ 主たる営業所の所在地 

  長岡市北陽２－14－31 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般特－２）第6642号 

５ 処分の内容 消防施設工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 
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６ 処分の原因となった事実 

令和４年９月12日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年９月15日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社見附設備 

  北村 輝夫 

３ 主たる営業所の所在地 

  見附市市野坪町1197－９ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－１）第5830号 

５ 処分の内容 消防施設工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年９月15日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年９月15日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社土田組 

  土田 進也 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市江南区北山194－１ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般特－３）第2432号 

５ 処分の内容 造園工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年９月15日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年８月１日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社山常組 

  山田 修司 

３ 主たる営業所の所在地 

  見附市新町３－７－21 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－29）第21207号 

５ 処分の内容 土木工事業、とび・土工工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年８月１日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年９月21日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社諏訪電機 

  野澤 昌之 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市西蒲区巻甲3002 
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４ 許可番号 新潟県知事許可（般－３）第22271号 

５ 処分の内容 電気工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年９月21日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年９月20日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社三和事業 

  清水 博 

３ 主たる営業所の所在地 

  上越市三和区野828－１ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－29）第45447号 

５ 処分の内容 土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年９月20日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和４年９月15日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社吉原塗装店 

  吉原 久仁夫 

３ 主たる営業所の所在地 

  妙高市工団町３－25 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－４）第19896号 

５ 処分の内容 塗装工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和４年９月15日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 


